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令和４年竹田市農業委員会第５回総会議事録 
 

１．日 時 令和４年５月６日(金) 午後２時００分 ～ 午後２時５０分 

  

２．場 所 竹田市役所 ３階委員会室 

 

３．出席委員 １３名 

１番 後藤 善徳  ２番 山村   徹  ３番 長野 幸生  ４番 和田 京子 ５番 佐藤 隆幸 

６番 佐藤 博一  ７番 首藤 徳子  ８番 工藤 一美  ９番 本郷 敦子 1 0番 麻生 章治 

1 1番 工藤 明秀  1 2番 釘宮 恒憲   1 3番 森   哲秀 

 

４．欠席委員 ０名   

 

５．農業委員会事務局職員 

事務局長：佐藤俊郎、 次長：堀貴美子、 管理係長：佐藤正子、 農地係：河崎凌央 

農政課職員 

農政課農業振興係長：志賀直樹 

 

６．議事 

 議案第２７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・１３件 

 議案第２８号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・・・１０件 

 議案第２９号 農用地利用集積計画の承認について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８件 

 議案第３０号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について・・・・・・・・・・・・・・・・１１件 

 議案第３１号 非農地証明について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５件 

 議案第３２号 農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見について・・・・・・・・・・・・３件 

 

会長 

  あいさつ 

 

局長 

  ただいまの出席委員数は１３人で定足数に達しています。 

 

議長 

  只今から、令和４年竹田市農業委員会第５回総会を開会いたします。 

  本日の議事日程は、お手元に配布してあります日程表により、運営いたしますのでご了承願います。 

  それでは、審議にはいります前に、議事録署名委員の指名を行います。 

  議事録署名委員は、９番本郷敦子委員、１０番麻生章治委員の両名を指名いたします。 
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議長 

  報告事項について、事務局より報告をお願いします。 

 

事務局 

  報告第１３号について報告を申し上げます。農地法第１８条第６項の規定による農地の合意解約の通知が、 

 １２件ありましたので報告します。 

  なお、５番・６番・１０番の案件は、議案第２７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画の承認 

 に関連し、合意解約するものです。 

  １１番の案件は、議案第３０号 農地法第３条第１項の規定による許可申請に関連し、合意解約するもの 

 です。 

  続いて、報告第１４号について報告を申し上げます。 

  農地法第３条の３第１項の規定により、相続による所有権を取得したとの届出が、１１件ありましたので 

 報告します。 

 

議長 

  報告事項について、質問等ありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので、これで報告事項は終了いたします。 

 

議長 

  次に議案の上程を行います。 

  議案第２７号 農地中間管理事業にかかる農用地利用集積計画の承認について １３件 

  議案第２８号 農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見について １０件 

  議案第２９号 農用地利用集積計画の承認について １８件 

  議案第３０号 農地法第３条第１項の規定による許可申請について １１件 

  議案第３１号 非農地証明について ５件 

  議案第３２号 農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見について ３件 

  以上、６０案件を本日の議案として提案いたします。 

 

議長 

  議案第２７号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

  議案の説明を、事業担当課の農政課に求めます。 

 

農政課 

  議案第２７号は、農地中間管理事業により、土地所有者から大分県農業農村振興公社へ権利の設定を行うもので 



 

 

- 3 - 

 

 あります。 

  １番、５番から７番の案件は、１０年間の賃貸借による権利の設定を行うものです。２番、４番、９番、１０番、 

 １２番、１３番の案件は、９年７か月間の賃貸借による権利の設定を行うものです。３番の案件は、９年８か月間 

 の賃貸借による権利の設定を行うものです。８番の案件は、５年間の賃貸借による権利の設定を行うものです。１ 

１番の案件は、７年７か月間の賃貸借による権利の設定を行うものです。 

 

議長 

  只今、議案第２７号について、担当課から説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第２７号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２７号農地中間管理事業に係る農用地利用集積計画の承認についてはこれを承認すること 

 に決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第２８号農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見についてを議題といたします。 

 

議長 

  議案の説明を、事業担当課の農政課に求めます。 

 

農政課 

  議案第２８号の農用地利用配分計画案は、先程議案第２７号で承認いただいた案件について、農地中間管 

 理事業による権利の設定を、大分県農業農村振興公社から借受人へ行うものです。 

 

農政課 

  議案第２８号の１番の借り手は、〇〇〇〇です。選定理由は、｢出し手、受け手双方からの申し出｣です。 

  ２番、３番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手 

 としてマッチングした結果」です。 

  ４番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。選定理由は、「借受者は当該地域の人・農地プランの中 

 心的経営体として位置づけられており、地域内で調整済み」です。 

  ５番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手としてマ 

ッチングした結果」です。 
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 ６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。選定理由は、「地域内の担い手」です。 

 ７番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 ８番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 ９番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 １０番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。 

 いずれも選定理由は、「人・農地プランの中心的担い手としてマッチングした結果」です。 

 

議長 

  只今、議案第２８号について、担当課による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第２８号について、これを承認することにご異議のない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第２８号農用地利用配分計画案に対する農業委員会の意見については、これを承認すること 

 に決定します。 

 

議長 

  ここで、休憩いたします。農政課の志賀係長は、退席してください。ありがとうございました。 

 （１４時１０分） 

 

議長 

  再開します。                                    （１４時１０分） 

 

議長 

  議案第２９号農用地利用集積計画の承認についてを議題といたします。 

  なお、議案第２９号は分割して質疑・採決を行います。 

 

議長 

  １０番の案件について、農業委員会法第３１条に規定する議事参与の制限により、私は一時退席いたします。そ 

 の間の議長を副会長の長野委員にお願いいたします。 

  ここで、休憩します。                                 （１４時１０分） 

 

議長 

  ここから、議長を交代し進めさせていただきます。 
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  それでは、再開します。                                （１４時１１分） 

 議案第２９号の１０番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  １０番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。３年１１か月間の賃貸借、新規設定です。この案件 

について現地調査した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件をすべて満たしており 

問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長 

  只今、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので討論を終結いたします。 

議案第２９号の１０番について、これを承認することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第２９号の１０番農用地利用集積計画の承認については、これを承認することに決定しま 

す。 

 

議長 

  １３番 森哲秀委員は、ご着席ください。 

  それでは、これから先は議長を会長にお願いいたします。  

  ここで、休憩します。                                 （１４時１３分） 

 

議長 

  再開します。                                    （１４時１３分） 

  議案第２９号の１番から９番、１１番から１８番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  １番から４番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。１番は、３年間の賃貸借、新規設定です。２ 

番・４番は、１０年間の賃貸借、新規設定です。３番は、７年間の賃貸借、再設定です。 

  ５番の借り手は、〇〇〇〇です。１０年間の賃貸借、再設定です。労力２人、水稲中心の農家であり、借 

 受農地の効率的な利用が見込まれます。 

  ６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。１年間の賃貸借、新規設定です。 

  ７番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。４年１１か月間の賃貸借、新規設定です。 

  ８番の借り手は、〇〇〇〇です。４年１１か月間の賃貸借、新規設定です。労力２人、水稲中心の農家で 
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 あり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

  ９番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。６年間の賃貸借、再設定です。 

  １１番・１２番の借り手は、〇〇〇〇です。１０年間の賃貸借、再設定です。労力１人、水稲中心の農家 

 であり、借受農地の効率的な利用が見込まれます。 

  １３番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。１年間の賃貸借、再設定です。 

  １４番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。５年間の賃貸借、新規設定です。 

  １５番・１６番の借り手は、認定農業者である〇〇〇〇です。５年間の賃貸借、新規設定です。 

  １７番の借り手は、〇〇〇〇です。３年間の賃貸借、再設定です。労力２人、水稲中心の農家であり、借 

 受農地の効率的な利用が見込まれます。 

  １８番の借り手は、〇〇〇〇です。１年間の賃貸借、再設定です。労力２人、水稲中心の農家であり、借 

 受農地の効率的な利用が見込まれます。 

  以上の案件について現地調査した農地利用最適化推進委員から、借り手は農業経営に必要な要件をすべて 

満たしており、問題ないとの報告を頂いています。 

 

議長 

  只今、事務局による説明がありましたが、ご意見、ご質疑はございませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第２９号の１番から９番、１１番から１８番について、これを承認することにご異議ない方は、挙手 

 をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第２９号の１番から９番、１１番から１８番農用地利用集積計画の承認については、これを 

 承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第３０号農地法第３条第１項の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 

議長 

  最初に、１番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の１番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市大字中字折立〇〇 

 〇〇番外３筆、田４筆、合計面積１，３３７平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は 
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４４，７２４平方メートルであり下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ４番 和田京子委員に、調査報告をお願いします。 

 

４番 和田京子委員 

  議案第３０号の１番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は５人です。農機具は、トラクター４台・コンバイン１台・田植機１台所有しており、畜産 

経営中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農 

地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の２番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市大字平田字柿木〇 

〇〇〇番、田１筆、面積１，２５６平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は、１３， 

２９３平方メートルであり下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ４番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 和田京子委員 

  議案第３０号の２番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター１台・コンバイン１台・田植機１台・耕うん機１台所有 

しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また 

、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、３番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の３番の案件は、譲渡人〇〇〇〇・〇〇〇〇・〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹 

 田市大字飛田川字下村〇〇〇〇番、田１筆、面積１，７９５平方メートルを所有権移転するものです。譲受 

人の経営規模は、１０，８８１平方メートルであり下限面積要件を充たします。 
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議長 

  １０番 麻生章治委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 麻生章治委員 

  議案第３０号の３番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター１台・コンバイン共同の１台所有しており、稲作中心の 

 農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上 

 の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の４番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市大字吉田字神楽岡 

〇〇〇〇番外１筆、田２筆、合計面積１，０７７平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規 

模は、１，０７７平方メートルですが、農用地区域外の農地の取得であり、下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

  議案第３０号の４番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター・コンバイン・田植機はいとこが持っているので貸して 

 くれるそうです。自分は草刈り機を１台所有しております。宅地に隣接する農地を取得する計画で農地全部 

 の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、 

 総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、５番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の５番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市大字下坂田字上久 

 保〇〇〇〇番外２筆、田３筆、合計面積３，９９５平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規 

模は、２０，９５３平方メートルであり下限面積要件を充たします。 
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議長 

  １０番 麻生章治委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 麻生章治委員 

  議案第３０号の５番の調査報告をいたします。 

譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター１台・コンバイン１台・田植機１台を所有しており、稲 

 作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地 

 の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、６番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の６番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市荻町西福寺字吉野 

 〇〇〇〇番外４筆、田５筆、合計面積２，５２５平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模 

は、申請地と併せ５，８６１平方メートルとなり下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ２番 山村徹委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 山村徹委員 

   議案第３０号の６番の調査報告をいたします。 

   譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター１台・田植え機とコンバインは○○○○に勤めている 

関係でそこにしてもらうという計画です。稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事 

することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じない 

と思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、７番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の７番の案件は、兄弟間の贈与です。譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田 

 市荻町鴫田字郷ノ尾〇〇〇〇番外８筆、田６筆畑３筆、合計面積１３，５１９平方メートルを所有権移転する 

 ものです。譲受人の経営規模は、１３，５１９平方メートルであり下限面積要件を充たします。 
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議長 

  ２番 山村徹委員に調査報告をお願いします。 

 

２番 山村徹委員 

  議案第３０号の７番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター１台・コンバイン２台・田植機２台を中山間の組合が持 

 っている機械をリースするそうです。稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事する 

 ことが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思 

 われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、８番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の８番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市久住町大字久住字 

 室〇〇〇〇番、田１筆、面積１，０９４平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営規模は、４ 

１，２６７平方メートルであり下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  ８番 工藤一美委員に調査報告をお願いします。 

 

８番 工藤一美委員 

  議案第３０号の８番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は１人です。農機具は、トラクター３台を所有しており、稲作・畜産経営中心の農家で農地 

 全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業上の効率的か 

 つ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、９番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の９番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市久住町大字白丹字 

 北畑〇〇〇〇番外３筆、田４筆、合計面積８，９６７平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営 

 規模は、１１，３６８平方メートルであり下限面積要件を充たします。 
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議長 

  ５番 佐藤隆幸委員に調査報告をお願いします。 

 

５番 佐藤隆幸委員 

  議案第３０号の９番の調査報告をいたします。これは親子間の贈与です。 

  譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター２台・コンバイン２台・田植機２台を所有しており、稲 

 作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地 

 の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  続いて、１０番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の１０番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市久住町大字仏原 

 字城〇〇〇〇番外１筆、田２筆、合計面積３，４９４平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経営 

規模は、５８，６７７平方メートルであり下限面積要件を充たします。 

 

議長 

  １２番 釘宮恒憲委員に調査報告をお願いします。 

 

１２番 釘宮恒憲委員 

  議案第３０号の１０番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は２人です。農機具は、トラクター２台・コンバイン２台・田植機１台・耕うん機１台を所 

 有しており、稲作中心の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。ま 

 た、周辺の農地の農業上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

  この案件につきましては、本日報告第１３号の１１番で合意解約した案件です。 

 

議長 

  続いて、１１番の説明を、事務局に求めます。 

 

事務局 

  議案第３０号の１１番の案件は、譲渡人〇〇〇〇から譲受人〇〇〇〇へ、申請地の竹田市直入町大字長湯 

字崎山〇〇〇〇番外２筆、田３筆、合計面積４，１０２平方メートルを所有権移転するものです。譲受人の経 

営規模は、１１，５５９平方メートルであり下限面積要件を充たします。 
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議長 

  １１番 工藤明秀委員に調査報告をお願いします。 

 

１１番 工藤明秀委員 

  議案第３０号の１１番の調査報告をいたします。 

  譲受人の労力は３人です。農機具は、トラクター４台・田植機１台を所有しており、稲作・畜産経営中心 

 の農家で農地全部の効率的な利用と、農作業に常時従事することが見込まれます。また、周辺の農地の農業 

 上の効率的かつ、総合的な利用の確保に支障は生じないと思われます。 

  よって、許可要件のすべてを充たしており、原案のとおり許可に相当すると考えます。 

 

議長 

  只今、議案第３０号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第３０号について、これを許可することにご異議ない方は、挙手をお願いします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第３０号農地法第３条第１項の規定による許可申請については、これを許可することに決定 

 します。 

 

議長 

  続いて、議案第３１号非農地証明について、農地法第２条第１項に規定する農地に該当しない旨の証明願 

が提出されましたので、証明書を発行してよいか意見を求めます。 

  １番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の１番の案件は、申請者〇〇〇〇が所有する、申請地 竹田市大字飛田川字坂折〇〇〇〇番 

外１筆、登記地目畑２筆、合計面積１０５平方メートルの非農地申請をしたものです。当該地は、急傾斜であ 

 り耕作をすることができないため、平成元年頃から農地として管理ができなくなり、現況は山林となってい 

 ます。始末書が添付されています。 

 

議長 

  １０番 麻生章治委員に調査報告をお願いします。 



 

 

- 13 - 

 

１０番 麻生章治委員 

  １番の案件の調査報告を致します。 

 現地確認の結果、現状は山林となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

  よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、２番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の２番の案件は、申請者〇〇〇〇が所有する、申請地 竹田市大字神原字川平〇〇〇〇番、 

 登記地目畑１筆、面積２，３６３平方メートルの非農地申請をしたものです。当該地は、農道が狭く周囲が 

 山に囲まれた農地であり、平成元年頃に亡父が杉を植林しており、現況は山林となっています。顛末書が添付 

されています。 

 

議長 

  ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

  ２番の案件の調査報告を致します。 

  現地確認の結果、山林となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

  よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、３番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の３番の案件は、申請者〇〇〇〇の所有する、申請地 竹田市大字刈小野字刈小野津留〇〇 

 〇〇番、登記地目畑１筆、面積１１９平方メートルの非農地申請をしたものです。当該地は、平成元年頃、隣 

 家の進入路を広くしたいと申出があり、畑の一部を提供し、現況は雑種地となっています。顛末書が添付され 

ています。 

 

議長 

  ４番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 和田京子委員 

  ３番の案件の調査報告を致します。 
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  現地確認の結果、現状は雑種地となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

  よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、４番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の４番の案件は、申請者〇〇〇〇の所有する、申請地 竹田市荻町恵良原字恵良〇〇〇〇番、 

 登記地目畑１筆、面積４２３平方メートルの非農地申請をしたものです。当該地は、昭和１７年頃に義父が住 

 居を建て使用しており、現況は宅地となっています。顛末書が添付されています。 

 

議長 

  １０番 麻生章治委員に調査報告をお願いします。 

 

１０番 麻生章治委員 

  ４番の案件の調査報告を致します。 

  現地確認の結果、現状は宅地となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

  よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、５番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３１号の５番の案件は、申請者〇〇〇〇の所有する、申請地 竹田市久住町大字栢木字原〇〇〇〇 

 番、登記地目畑１筆、面積２，１２８平方メートルの非農地申請をしたものです。当該地は、獣害がひどいた 

 め亡父が平成５年頃から農地として管理ができなくなり、現況は原野となっています。顛末書が添付されて 

います。 

     

議長 

  １２番 釘宮恒憲委員に調査報告をお願いします。 

 

１２番 釘宮恒憲委員 

  ５番の案件の調査報告を致します。 

  現地確認の結果、現状は原野となっております。現状からみて、農地への復旧が困難と思われます。 

  よって、非農地証明をすることに問題はないと考えます。 

議長 
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  只今、議案第３１号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 

５番 佐藤隆幸委員 

  ４番の案件ですが、昭和１７年と相当古い話ですが、税金関係はどうなっているのですか。 

 

事務局 

  課税地目は税務課が判断しますので宅地になっていると思います。 

 

議長 

  他にないですか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第３１号について、非農地証明書を発行することにご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議ないものと認めます。 

  よって、議案第３１号非農地証明については、これを承認することに決定します。 

 

議長 

  続いて、議案第３２号農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見についてを議題といたします。事務 

局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３２号の１の１番の案件は、申請者〇〇〇〇が、申請地 竹田市大字中角字美女岳〇〇〇〇番、田１ 

 筆、面積６９４平方メートルを、中山間地域等直接支払事業に取り組む計画の農地です。 

 

議長 

  ９番 本郷敦子委員に調査報告をお願いします。 

 

９番 本郷敦子委員 

  この農地は、農業振興のための基盤として将来にわたって、農地としての利用を確保する必要があるため 

 編入することに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、１の２番の案件について、事務局に説明を求めます。 
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事務局 

  議案第３２号の１の２番の案件は、申請者〇〇〇〇が、申請地 竹田市大字久保字仲村〇〇〇〇番、田１ 

 筆、面積１３９８．３４平方メートルを、中山間地域等直接支払事業に取り組む計画の農地です。 

 

議長 

  ４番 和田京子委員に調査報告をお願いします。 

 

４番 和田京子委員 

  この農地は、農業振興のための基盤として将来にわたって、農地としての利用を確保する必要があるため 

 編入することに問題はないと考えます。 

 

議長 

  続いて、２の１番の案件について、事務局に説明を求めます。 

 

事務局 

  議案第３２号の２の１番の案件は、申請者〇〇〇〇が、申請地 竹田市直入町大字長湯字鑰小野〇〇〇〇 

 番外３筆、田４筆、合計面積５，２６６平方メートルを、グランピング施設を建設する計画の農地です。 

 

議長 

  １２番 釘宮恒憲委員に調査報告をお願いします。 

 

１２番 釘宮恒憲委員 

  この変更は周辺の農地に影響を及ぼさないことからも原案のとおり除外することに問題はないと考えま 

 す。 

 

議長 

  只今、議案第３２号について、担当委員による報告がありましたが、ご意見、ご質疑はありませんか。 

 （なしの声あり） 

 

議長 

  無いようですので質疑を終結いたします。 

  議案第３２号について、農業振興地域整備計画の変更にご異議ない方は、挙手をお願いいたします。 

議長 

  全員挙手でありますので、ご異議なしと認めます。 

  よって、議案第３２号農業振興地域整備計画の変更に係る農業委員会の意見については、これを承認する 

 ことに決定します。 
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議長 

  これで、本日提出いたしました議案の審議は全て終了いたしました。 

  以上をもちまして、令和４年竹田市農業委員会第５回総会を閉会いたします。ご協力誠にありがとうござ 

 いました。 

（１４時５０分） 

 

 

令和４年５月６日 
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